
 

船舶事故調査報告書 

令和３年２月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 灯浮標損傷 

発生日時 令和２年７月１３日 ２３時００分ごろ 

発生場所 山口県柳井
や な い

市平郡
へいぐん

島北東方沖（平郡水道第３号灯浮標） 

 平郡港羽
は

仁
に

Ａ防波堤灯台から真方位０２９°３.６海里付近 

 （概位 北緯３３°５０.０′ 東経１３２°１７.６′） 

事故の概要 引船玉
ぎょく

竜
りゅう

丸は、台船ＳＤ１０３－２をえい
．．

航して東進中、えい
．．

航

索が灯浮標と接触し、灯浮標が損傷した。 

事故調査の経過 令和２年８月１７日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 玉竜丸、１７０トン 

１３７２４４、有限会社ダイワマリン、大和海工株式会社（船

舶借入人） 

Ｂ 台船 ＳＤ１０３－２、総トン数不詳（全長６５ｍ） 

   なし、日興産業株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、四級（航海）（履歴限定） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ なし 

灯浮標 防護枠に曲損及び櫓
やぐら

主柱に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 南南西、風力 ３～４、視界 良好 

海象：波高 約１.５～２ｍ、潮汐 上げ潮の中央期、潮流 北東流

約１.０ノット（kn） 

事故の経過 Ａ船は、船長ほか５人が乗り組み、Ｂ船を約１８０ｍのえい
．．

航索で

繋
つな

いで全長約２７３ｍの引船列（以下｢Ａ船引船列｣という。）を構成

して約５～６knの対地速力で東進した。 

船長は、平郡水道第３号灯浮標（以下「本件灯浮標」という。）の

南側を接近して航行していたところ、Ａ船引船列が、南南西風の影響

により北方に圧流され、本件灯浮標との衝突を避けるために、Ａ船は

大きく右転したものの、Ｂ船は北方に圧流され、えい
．．

航索が本件灯浮

標に接触した。 

分析 Ａ船引船列は、東進中、本件灯浮標に接近して航行していたことか

ら、南南西風の影響で北方に圧流され、えい
．．

航索が本件灯浮標に接触

し、本件灯浮標が損傷したものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、Ａ船引船列が、東進中、本件灯浮標に接近して航

行していたため、南南西風の影響で北方に圧流され、えい
．．

航索が本件

灯浮標に接触したことにより発生したものと考えられる。 



 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え 

られる。 

・台船等をえい
．．

航している場合は、風の影響及び台船等を含めた操

縦性能を考慮し、航路標識と安全な離隔距離を保って航行するこ

と。 

 


